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議      長  日程第６「議案第23号平成29年度松田町一般会計補正予算（第11号）」を議

題といたします。 

町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第23号平成29年度松田町一般会計補正予算（第11号）。平成29年度松田

町一般会計補正予算（第11号）は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ983万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億

2,286万円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費

補正」による。 

（債務負担行為の補正）第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務負

担行為補正」による。 

平成30年３月６日提出、松田町長 本山博幸。よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

参事兼政策推進課長  それでは、説明をさせていただきます。４ページをお開きください。第２表

繰越明許費の補正でございます。民生費、社会福祉費、一般事務経費212万円

につきましては、補正第３号において計上をお認めいただいた高齢者グループ

ホーム対象のスプリンクラー整備事業補助金でございます。補助対象事業者の

整備のおくれにより繰り越させていただくものでございます。衛生費、保健衛

生費、小田原市斎場事務等負担金1,230万3,000円につきましては、本年度の斎

場事務負担金における整備負担分について工事着工にずれが生じたため、今年

度中に完成が見込まれないために繰り越させていただくものでございます。土

木費、道路橋梁費、橋梁長寿命化事業2,615万6,000円につきましては、大寺橋

橋梁長寿命化修繕工事におきまして、県西土木事務所との河川協議に時間を要

したこと、また渇水期に台風がございましたので、年度内の工事完了が困難と

なったために繰り越させていただくものでございます。土木費、住宅費、町営

住宅建設経費１億7,453万2,000円につきましては、籠場地区の建設中でござい
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ます町営住宅について、事業者の決定に時間を要したことから着工時期がおく

れ、年度内の工事完了が困難となったために繰り越させていただくものです。 

 続きまして、５ページ、第３表、債務負担行為補正でございます。地方税電

子申告システム賃借料、平成26年から平成31年まで842万4,000円。それとその

下段、国税連携システム使用料、平成27年度から32年度、414万円。この２件

につきましては、県の町村情報システム共同事業組合の委託先が日立情報から

ＴＫＣにかわることに伴うものでございます。今後は年度単位の支払いとなり

ます。 

 それでは、歳入から説明をさせていただきます。12ページをお開きください。

国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金でございます。障害者福祉費国庫

負担金486万5,000円につきましては、障害福祉サービスの増に伴います国庫補

助金の増でございます。２分の１の負担割合でございます。続きまして、同じ

く国庫補助金、子ども・子育て支援国庫交付金28万1,000円の減につきまして

は、歳出で説明させていただきますが、さくら保育園の国庫補助金が減額とな

ったものでございます。その下段、土木費国庫補助金1,189万8,000円の減額で

す。社会資本整備総合交付金の減でございますが、道路維持、道路新設改良事

業等に対する国庫補助率の減によるものでございます。続きまして、国民年金

費委託金の国民年金事務委託金176万6,000円につきましては、歳出と同額の減

額でございます。システム改修が行わなかったために減額となってございます。 

 続きまして、県支出金、県負担金、民生費負担金の障害者福祉費負担金でご

ざいます。先ほど、国庫と同様、障害福祉サービスに対する県費補助金４分の

１でございます。 

 続きまして、県の補助金、児童福祉費補助金、ひとり親家庭等医療費助成事

業補助金100万円の減。それからその下段、小児医療費助成事業補助金61万

2,000円の減。この２件につきましては、歳出の減に伴う減額でございます。

保育緊急対策事業費補助金170万9,000円につきましては、歳出で御説明します

けども、さくら保育園の補助金の県負担分２分の１でございます。子ども・子

育て支援交付金につきましては、国庫同様、さくら保育園への県費補助の減額

分28万1,000円となってございます。 
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 続きまして、土木費補助金、地籍調査費補助金でございます。404万円の減

につきましては、入札により歳出が減となりましたので、その県費分の減額と

なってございます。 

 １枚おめくりください。町債の土木債、ちょっと下段から説明をさせていた

だきます。道路新設改良整備事業710万円の減額です。国庫補助金の減額に伴

いまして、事業縮小のための減額でございます。逆にその上段、橋梁長寿命化

事業につきましては、道路のように国庫補助金が減額となっておるものでござ

いますが、事業縮小ができないため不足分について起債を起こしております。 

 続きまして、16ページをお開きください。歳出になります。総務費の総務管

理費、一般管理費、負担金補助及び交付金、負担金補助及び交付金の県市町村

職員退職手当組合負担金。今年度、退職します退職職員の退職手当の組合負担

金となります。1,771万5,000円となってございます。その下段です、電算管理

に要する費用として、神奈川県町村情報システム共同事業組合の負担金166万

7,000円の増額です。こちらにつきましては、番号制度対応作業に対する負担

金でございます。 

 続きまして、諸費、負担金補助及び交付金の松田町外三ケ町組合配分金160

万9,000円につきましては、３年に１回の線下補償でございます。庶子自治会、

虫沢田代自治会に配分させていただきます。 

 続きまして、民生費の社会福祉費、社会福祉総務費、扶助費、火葬料援助費

51万2,000円。当初の予算よりも亡くなられる方が多かったために増額をさせ

ていただくものでございます。その下段、償還金利子及び割引料、臨時福祉給

付金給付事務費補助金返還金29万円につきましては、今年度の精算分となって

ございます。その下段、国民健康保険事業特別会計への繰出金12万2,000円に

つきましては、国民健康保険財政安定化支援事業の決定額が増額したために増

額となっております。 

 続きまして、同じく繰出金、後期高齢者医療運営事業としまして、後期高齢

者医療保険基盤安定制度繰出金につきましては、保険基盤安定制度拠出金が確

定したことによる減額となってございます。162万6,000円の減額です。 

 続きまして、障害者福祉費でございます。説明欄、扶助費、障害福祉サービ
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ス等給付費、生活保護者の入院者の増に伴いまして、952万1,000円の増額とな

ってございます。その下段、障害者福祉費国庫負担金返還金につきましては、

前年度の精算分として260万円を計上させていただきます。 

 １枚おめくりください。障害者福祉費の障害者自立支援医療費、県費負担金

の返還金でございます。前年度の精算金となっております。委託料、松田町障

害者計画等策定支援委託料としまして147万9,000円の減額につきましては、落

札の差金による減額でございます。その下段、国民年金費の町村共同システム

改修費負担金、こちらは先ほど御説明しましたように、システム改修がなかっ

たための減です。歳入同額を減してございます。 

 続きまして、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。説明欄、小児医療

費288万8,000円の減、それからその下段でございますひとり親家庭等医療費分

200万円の減額につきましては、実績に基づいて減額をさせていただいている

ところです。また、子育て世帯支援事業としまして、子育て世帯支援事業、子

供２人以上の世帯の水道料を補助してございますけども、支払いが完了に伴い

まして、予算額を残額を減とさせていただきます。 

 続きまして、児童措置費、保育所運営事業の負担金補助及び交付金、保育緊

急対策事業費補助金でございます。さくら保育園、０歳から２歳の定員を超え

た受け入れに対する補助で、２分の１の県費補助ございますけども、341万

7,000円となってございます。その下段、保育促進事業、負担金補助及び交付

金169万7,000円の減につきましては、国の基礎単価の変更に伴いまして、さく

ら保育園の支出の変更をさせていただくものでございます。その償還金利子及

び割引料、児童手当県費負担金の返還分については前年度分の精算でございま

す。 

 続きまして、衛生費、保健衛生費の予防費、説明欄の母子保健事業の委託料、

妊婦健康診査委託料でございますけども、46万1,000円の増額。妊婦届け出件

数の増加に伴いまして、対象者がふえたもので増額となってございます。がん

検診委託料につきまして278万8,000円を減額させていただきますが、こちらに

つきましては入札差金でございます。 

 １枚おめくりください。土木費です。土木総務費の説明欄の委託料、地籍調
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査委託料につきまして538万6,000円を減額させていただきます。こちらにつき

ましては落札差金でございます。次に、道路橋梁費…すいません、説明欄をご

らんください。町道17号線舗装工事、それからその下段、町道寄11号線舗装工

事、その下になります松田庶子酒匂川左岸道路の道路詳細設計委託料。この３

件につきましては、国庫であります社会資本整備交付金の内示額が減額となり

ましたため事業費を減額したものでございます。 

 続きまして、町道19号線町屋踏切概略設計委託料、それからその下段、町道

寄15号線道路改良工事、町道19－６号線の道路改良工事、この３件につきまし

ては落札差金となってございます。町道１－９号線道路改良工事につきまして

は、旧砂利線の開発計画に合わせた事業となってございましたが、開発を行う

民間計画がなかったために伴います事業見直しのため休止をさせていただくも

のでございます。負担金補助及び交付金の電柱移設負担金につきましては、負

担金割合の調整により減額とさせていただくものでございます。 

 続きまして、橋梁維持に要する経費、委託料、橋梁長寿命化に伴う詳細設計

委託料323万8,000円の減。それから橋梁長寿命化修繕工事220万円の減、それ

からその下になります、都市計画費の都市計画基礎調査業務委託料154万5,000

円の減につきましては、この３件につきましては落札差金でございます。 

 １枚おめくりください。教育費、小学校費の松田小学校費の校舎耐力度診断

委託料314万5,000円については落札差金でございます。その上になります、常

備消防費です。こちらについて、広域消防の事務負担金が884万5,000円減とな

ってございます。人件費の減また車両購入、施設整備の落札差金が主なもので

ございます。予備費として699万6,000円を加えまして、1,872万5,000円となっ

てございます。 

債務負担行為に補正がございましたので、24ページに調書が添付されており

ますので御高覧くださるようお願いいたします。説明については以上です。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１０番  齋  藤  １点だけ、道路橋梁費のですね、道路新設改良に関する経費のところで、松

田庶子線の酒匂川左岸縦貫道路の設計が詳細設計委託料が減って減額となって

おりますけれども、この辺は、結構ずっとやってきた道路だと思うんですけれ



 23 

ども、その後の進捗状況はどのようになっているんですか。 

まちづくり課長  御質問にお答えいたします。松田庶子線、酒匂川左岸道路の委託事業でござ

います。現在ですね、県西土木事務所の河川占用をとるための基礎資料として

ですね、まずは平面図、道路の平面図がありませんので、今までずっと県のほ

うで管理していましたので、昨年度は道路の平面図を全線1.1キロにわたって

平面図を作成いたしました。今年度、これから上げさせていただきます予算の

中でですね、縦横断、横断図と縦断図の測量とですね、用地の測量を検討して

いるところでございます。そういった資料が整った段階で、今、前段階で土木

とは協議をさせていただいていますけれども、本格的な占用協議を始めて、最

終的には道路事業に結びつけていくということになっております。以上です。 

議      長  ほかに。ございませんか。 

（「なし」の声あり ） 

 質疑なしと認めます。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論を省略して採決を行って御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

御異議なしと認めます。採決を行います。議案第23号平成29年度松田町一般

会計補正予算（第11号）について、原案のとおり決することに賛成の方の起立

を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 


